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表　モーターサイクル部品の追加関税率 （単位：％）

5 6 7
4013.20.00.00.00 0 0 0 10 10 10 10 ゴム製のインナーチューブ ---自転車に使用する種類のもの
4013.90.00.00.11 0 0 0 10 10 10 10 ゴム製のインナーチューブ ---モーターサイクルに使用する種類のもの
8708.70.10.00.00 0 0 0 14 14 14 14 部分品および付属品---  車輪ならびにその部分品および付属品
8708.70.50.00.12 0 0 0 13.3 13.3 13.3 13.3 タイヤ（タイヤの外部以外）（アルミ）
8708.70.50.00.13 0 0 0 13.3 13.3 13.3 13.3 リム（アルミ）
8708.70.99.00.12 0 0 0 13.3 13.3 13.3 13.3 タイヤ（タイヤの外部以外）（鉄および鋼）
8708.70.99.00.13 0 0 0 13.3 13.3 13.3 13.3 リム（鉄および鋼）
8711.10.00.00.11 0 0 0 20 20 20 20 モペット（シリンダー容積が50立方センチ以下の内燃機関）
8711.10.00.00.19 0 0 0 20 20 20 20 その他（シリンダー容積が50立方センチ以下の内燃機関）
8711.20.10.00.00 0 0 0 20 20 20 20 シリンダー容積が50立方センチを超え250立方センチ以下のピストン式内燃機関（往復動機関に限る）付きのもの
8711.20.92.00.11 0 0 0 20 20 20 20 シリンダー容積が50立方センチを超え80立方センチ以下のピストン式内燃機関（往復動機関に限る）付きのもの
8711.20.92.00.19 0 0 0 20 20 20 20 シリンダー容積が80立方センチを超え125立方センチ以下のピストン式内燃機関（往復動機関に限る）付きのもの
8711.20.98.00.00 0 0 0 20 20 20 20 シリンダー容積が125立方センチを超え250立方センチ以下のピストン式内燃機関（往復動機関に限る）付きのもの
8711.30.10.00.00 0 0 0 20 20 20 20 シリンダー容積が250立方センチを超え380立方センチ以下のピストン式内燃機関（往復動機関に限る）付きのもの
8711.30.90.00.00 0 0 0 20 20 20 20 シリンダー容積が380立方センチを超え500立方センチ以下のピストン式内燃機関（往復動機関に限る）付きのもの
8711.40.00.00.00 0 0 0 20 20 20 20 シリンダー容積が500立方センチを超え800立方センチ以下のピストン式内燃機関（往復動機関に限る）付きのもの
8711.50.00.00.00 0 0 0 20 20 20 20 シリンダー容積が800立方センチを超えるピストン式内燃機関（往復動機関に限る）付きのもの
8711.60.00.00.00 0 0 0 20 20 20 20 駆動原動機として電動機を有するもの
8711.60.90.00.00 0 0 0 20 20 20 20 駆動原動機として電動機を有するもの---その他
8711.90.00.00.00 0 0 0 20 20 20 20 その他
8712.00.30.00.00 0 0 0 20 20 20 20 自転車
8712.00.70.00.11 0 0 0 20 20 20 20 ボールベアリングを組み込まないもの
8712.00.70.00.19 0 0 0 20 20 20 20 その他
8714.10.30.00.00 0 0 0 20 20 20 20 ホイールおよびその部品・付属品
8714.10.90.00.00 0 0 0 20 20 20 20 ホイールおよびその部品・付属品-その他
8714.91.10.00.00 0 0 0 10 10 10 10 部分品および付属品 --- フレーム体および前ホークならびにこれらの部分品
8714.91.30.00.00 0 0 0 20 20 20 20 部分品および付属品 --- 前ホーク
8714.92.10.00.00 0 0 0 20 20 20 20 リム
8714.99.90.00.00 0 0 0 20 20 20 20 部分品および付属品 --- その他のもの

　　　2：韓国
　　　3：マレーシア
　　　4：一般特恵関税（GSP）適用国
　　　5：後発開発途上国
　　　6：トルコが特別インセンティブを付与している国
　　　7：開発途上国
　　　8：その他（日本を含む）
（出所）トルコ官報（2017／10476）

税率の分類（注）
HSコード 品目

（注）1：EU、欧州自由貿易連合（EFTA）、イスラエル、マケドニア、ボスニア・ヘルチェゴビナ、モロッコ、パレスチナ、チュニジア、エジプト、ジョージア、アルバニア、ヨルダン、
 　　　　チリ、セルビア、モンテネグロ、コソボ、モルドバ、モーリシャス
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